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■統計調査 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

国勢調査の調査員を募集します 
国勢調査とは、５年に一度、国内在住のすべての人および世帯を対象に、

人口や世帯の実態を明らかにする統計調査です。令和７年１０月１日を基

準日として実施し、調査結果は国の政策の基礎資料として活用されます。 

◇調査員募集 

業務内容 調査対象者への調査説明・調査票の配布・回収等 

募集人数 約１４０名 

活動期間 令和７年８月下旬～１０月下旬（予定） 

担当地域 お住まいの地域付近 

報酬 １地区（３０～５０世帯）担当でおおむね３～６万円 

※報酬の金額は、前回調査のものです。世帯数によって 

変動します。 

※詳細は市ホームページでご確認ください。  

■問合 総合政策課情報統計グループ ☎０２８７－８３－１１１２ 

 

■税金 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

１２月の税金 
令和７年１月６日（月）は、下記税金の納期限および口座振替日です。

納め忘れのないよう注意しましょう。 

◇対象税金 固定資産税第４期・国民健康保険税第６期・介護保険料第 

６期・後期高齢者医療保険料第６期 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

事業用の償却資産は申告が必要です 
 １月１日現在で事業用償却資産を所有している個人・法人は申告が必要

です。個人の住宅で売電（１０ＫＷ以上）している場合も事業用償却資産

の対象となり、申告が必要な場合があります。 

◇対象 事業用の償却資産を所有している個人・法人 

※休止している償却資産でも申告が必要な場合があります。 

◇申告方法 令和７年１月３１日（金）までに申告書を下記あて提出する。 

※昨年申告している人には申告書を郵送します。新規の人は下記あてご連

絡ください。 

■問合 税務課資産税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

営業所得や不動産所得の「収支内訳書」 

事前提出にご協力をお願いします 
 市の確定申告会場で営業所得や不動産所得の確定申告を行うにあたり、

収入と経費をまとめた収支内訳書を事前に提出しておくことができます。 

 担当職員が会場で入力する時間が短縮され、スムーズに受け付けするこ

とができます。事前提出する場合は、国税庁指定様式の収支内訳書（市役

所烏山庁舎および南那須庁舎備付）をご使用ください。収支報告書は令和

７年１月３１日（金）までに下記あて提出ください。 

■問合 税務課市民税グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

軽自動車税（種別割）口座振替済通知書は 

二輪小型自動車のみ発送しています 
 車検のある二輪小型自動車は、軽自動車税納付確認システム（軽ＪＮＫ

Ｓ）に対応していないため、６月に口座振替済通知書を発送しています。

車検を受ける際は、これまでどおり納税証明書の提出が必要です。なお、

軽三輪・四輪については、令和６年度以降、口座振替済通知書を送付しま

せんので、ご理解をお願いします。軽自動車の車検用納税証明書が必要な

場合は、無料で発行できますので、下記窓口にお越しください。 

■問合 税務課収納管理グループ ☎０２８７－８３－１１１４ 

 

■商工・観光 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

強引な訪問購入にご注意ください 
「不用品を買い取る」と電話があり来訪を承諾したが、訪問時に突然「貴

金属はないか」と強く言われて怖くなり、貴金属を見せると強引に買い取

られてしまったという相談が増えています。 

トラブルにあわないために次の内容に注意し、不安を感じたら、家族や

知人、警察、消費生活センター等に相談してください。 

・購入業者から電話がかかってきても、安易に訪問を承諾しないようにし

ましょう。 

・突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう。 

・事前に購入業者の名称や買い取ってもらう物品の対象を確認しましょう。 

・買い取りの勧誘を承諾していない貴金属の売却を迫られたら、きっぱり

と断りましょう。 

・購入業者から交付された書面をしっかり確認しましょう。 

・クーリング・オフ期間内であれば、購入業者に物品の引き渡しを拒むこ

とができます。 

■問合 市消費生活センター（商工観光課内） 

☎０２８７－８３－１０１４ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１２月１５日 Ｎｏ．４６２ 

広 報   お 知 ら せ 版
■編集・発行 那須烏山市中央１－１－１（烏山庁舎） 那須烏山市総合政策課 ☎０２８７－８３－１１１２ 

■ホームページアドレス httpｓ://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/ 

   

広告欄：お知らせ版の広告は随時受け付けています。 
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ミドル世代の巡回セミナー＆巡回相談会 
キャリアカウンセラーによるセミナー・相談会です。費用は無料です。 

◇期日 令和７年１月３０日（木） 

◇場所 市役所烏山庁舎２階第４会議室（中央１－１－１） 

◇内容等 巡回セミナーは、どちらかのみでも両方でも受講できます。 

 ・巡回セミナー 第１部：午前１０時～１０時５５分 

「印象の良い聴き方を学んで会話力を磨こう」 

         第２部：午前１１時５分～正午 

「印象の良い話し方を学んで伝えるスキルを磨こう」 

 ・巡回相談会 午後１時～４時 

        就職活動・スキルアップに関するアドバイス、適職診断、

履歴書の書き方、面接の受け方のアドバイス 

◇対象 おおむね３５歳～５５歳の求職者、正社員を目指す人等 

◇定員 巡回セミナー：各回先着１５名 巡回相談会：先着３名 

◇申込 令和７年１月２８日（火）午後４時までに申込フォーム、電話ま 

たはメール（c.support01@workentry.co.jp）で 

申し込む。 

※詳細は県ホームページでご確認ください。 

■問合 （株）ワークエントリー ☎０２８－６１２－８６４３ 

 

栃木県最低賃金・特定最低賃金 
◇地域別最低賃金  

すべての労働者に適用されます。なお、下記の特定最低賃金が適用とな 

る場合は、その特定最低賃金の時間額以上の賃金を支払う必要があります。 

最低賃金の件名 時間額 効力発生日 

栃木県最低賃金 １，００４円 令和６年１０月１日 

◇特定最低賃金  

次の６産業を営む使用者とその産業に従事する労働者に適用されます。

１８歳未満または６５歳以上の労働者は栃木県最低賃金が適用されます。 

最低賃金の件名 時間額 効力発生日 

塗料製造業 １，１０９円 

令和６年 

１２月３１日 

はん用機械器具、生産用機械器具、業

務用機械器具製造業 
１，０５５円 

電子部品・デバイス・電子回路、電気

機械器具、情報通信機械器具製造業 
１，０５６円 

自動車・同附属品製造業 １，０６４円 

計量器・測定器・分析機器・試験機・

測量機械器具製造業、医療用機械器

具・医療用品製造業、光学機械器具・

レンズ製造業、医療用計測器製造業、

時計・同部分品製造業 

１，０５６円 

各種商品小売業 

令和６年度改正なし。栃木県最

低賃金（時間額１，００４円）

が適用されています。 

■問合 栃木労働局労働基準部賃金室 ☎０２８－６３４－９１０９ 

宇都宮労働基準監督署 ☎０２８－６３３－４２５１ 

 

山あげ会館イルミネーション開催中！ 
◇開催期間 令和７年１月１８日（土）まで 

◇点灯時間 午後５時～１０時 

◇開催場所 山あげ会館（金井２－５－２６） 

■問合 市観光協会 ☎０２８７－８４－１９７７ 

 

■診療所 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

七合診療所の１月臨時休診 
ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇休診日 令和７年１月４日（土） 

■問合 七合診療所 ☎０２８７－８２－２７８１ 

 

■国保・後期高齢者医療 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

国民健康保険・後期高齢者医療制度被保険者が 

交通事故にあった時はすぐに連絡を 
国民健康保険・後期高齢者医療制度被保険者が、交通事故等の第三者（自

分以外の人）から傷害を受けた場合の医療費は、加害者の全額負担が原則

ですが、「第三者行為による被害届」を提出することで、国民健康保険・  

後期高齢者医療制度で診療を受けることができます。医療機関を受診する

際は、速やかに届け出をしてください。 

※示談を済ませてしまうと国民健康保険・後期高齢者医療制度が使えなく

なる場合があります。示談の前に必ず下記あてご連絡ください。 

◇届出に必要なもの 印かん、本人確認書類、交通事故証明書（後日で可） 

■問合 市民課国保医療グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■まちづくり 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

ＪＲ烏山線通学定期券購入費補助制度 

第３回目の申請受け付けが始まります 
 ＪＲ烏山線の利用促進および烏山高等学校への通学者の確保を目的と

して、ＪＲ烏山線区間を利用して小・中・高等学校等へ通学する児童・生

徒の保護者を対象に補助金を交付します。 

 原則、受け付けは四半期ごとになりますので、それぞれ有効期限が終了

した定期乗車券分を申請してください。 

◇受付期間 令和７年１月６日（月）～１７日（金）の開庁時間 

※木曜日は午後７時までです。 

◇対象 有効期限が令和７年１月末までの通学定期券分 

◇補助金額 定期券購入費のうちＪＲ烏山線区間に係る費用の４分の１に 

相当する額 

◇申請書類 所定の交付申請書兼請求書（下記備付および市ホームページ

掲載）に必要事項を記入し、必要書類等（印かん、定期券の

写し、申請者（保護者）の本人確認書類の写し、児童・生徒

が小・中・高等学校等に在学していることを証明する書類の

写し、申請者名義の振込先金融機関の通帳の写し）を添えて

下記あて申請する。 

※定期券を継続購入すると古い定期券が回収されるため、必ず更新前の定

期券の写し（写真でも可）を保管してください。 

※制度の詳細や申請書の取得は、ＱＲコードからご確認ください。 

■問合 まちづくり課地域交通グループ ☎０２８７－８３－１１５１ 

 

■住宅関連 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

ブロック塀現況調査の実施 
 市では、市内の避難路沿道に存在する危険なブロック塀の実態を把握す

るため、ブロック塀現況調査を実施します。 

◇調査対象 那須烏山市地域防災計画に位置付けられた避難所等から半

径１ｋｍの区域内における道路（避難路）沿道にあるブロッ

ク塀 

◇調査期間 １２月中旬～令和７年２月中旬（予定） 

◇調査方法 調査員による外観目視調査および写真撮影等 

 ・本調査は市が委託した（株）ゼンリンの調査員が行います。 

 ・調査員は業者名入りのユニフォームを着用し、市が発行した身分証明

書を携行しています。 

 ・調査員は、道路からの調査・撮影を行います。場合によっては私道等

から調査を行いますので、ご協力をお願いします。 

※不明な点等は下記あてお問い合わせください。 

■問合 都市建設課住宅グループ ☎０２８７－８８－７１１８ 
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■雇用・就職 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

令和７年度市こども課会計年度任用職員の募集 
◇募集内容 

職名 人数 業務内容 給料（報酬） 応募要件 

特定保育士Ａ 
１３人 

程度 

すくすく保育園の保育業務 

※早番、遅番ありのシフト制 

時給１，２６０円 

～１，３２４円 

・保育士資格 

・普通自動車運転免許 

特定保育教諭Ａ 
なすからこども園の保育業務 

※早番、遅番ありのシフト制 

時給１，２６０円 

～１，３２４円 

・原則、保育士資格および幼稚園教諭免許※１ 

・普通自動車運転免許 

保育士Ａ 若干名 
子育て支援センターきらきらの保育業務 

※早番、遅番なし 

時給１，２０５円 

～１，２７８円 

・保育士資格 

・普通自動車運転免許 

保育教諭Ａ 
４人 

程度 

なすからこども園の保育業務 

※早番、遅番なし 

時給１，２０５円 

～１，２７８円 

・原則、保育士資格および幼稚園教諭免許※１ 

・普通自動車運転免許 

子育て支援員 若干名 
すくすく保育園またはなすからこども園の保育

補助業務 

時給１，０５０円 

～１，１１７円 

・子育て支援員証および一時預かり事業または地域 

 子育て支援拠点事業研修の修了証書を有する人 

・普通自動車運転免許 

栄養士 若干名 
なすからこども園の給食の献立作成、アレルギー

児への対応、栄養指導、環境整備等 

時給１，２０５円 

～１，２７８円 

・栄養士免許 

・普通自動車運転免許 

調理員 
４人 

程度 

なすからこども園の給食の調理、アレルギー食対

応、環境整備等 

時給１，２０５円 

～１，２７８円 

・調理師免許 

・普通自動車運転免許 

※１ 応募要件について、令和１２年３月３１日までは、「保育士資格」または「幼稚園教諭免許状」のいずれかを有していれば「保育教諭」となることができる

とする資格の特例期間が設けられています。 

◇勤務条件 勤務日は、原則、月～金曜日です。ただし、勤務地や職種により勤務時間の違いや土・日勤務があります。詳細は電話等で下記あて問い合わせるか、

各職の「募集案内」（下記備付および市ホームページ掲載）でご確認ください。 

      ・令和２年度～６年度中に本市会計年度職員としての経験を有する人は、給料（報酬）が加算される場合があります。 

      ・通勤手当は、自動車等の使用距離が２ｋｍ以上であれば支給されます。 

      ・期末手当および勤勉手当は、任用期間が６か月以上、かつ、週３０時間以上勤務する場合に支給されます。 

      ・勤務時間、給与等の額、任用期間が一定の要件を満たす場合は、社会保険の加入対象となります。詳細は募集案内でご確認ください。 

      ・採用までに関係条例、規則等の改正が行われた場合は、その定めるところにより上記内容が変更になる場合があります。 

◇試験日 令和７年１月１８日（土） ※試験時間、会場は募集期間終了後に通知します。 

◇試験方法 面接・適性試験 

◇応募方法 １２月２７日（金）までに、市販の履歴書（写真貼付、白黒可）および会計年度任用職員応募シート（下記備付および市ホームページ掲載）に必要

事項を明記し、応募要件に記載のある資格等はその写しを添付のうえ下記あて提出する。直接持参する場合は、平日の午前８時３０分から午後５時

まで、郵送の場合は１２月２７日（金）午後５時必着です。 

■問合 こども課保育グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 〒３２１－０５２６ 田野倉８５－１ 

 

■環境 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

野外焼却は禁止されています 
廃棄物の野外焼却は、ダイオキシン類の発生源となるため「廃棄物の処 

理及び清掃に関する法律」により、下記の場合を除いて禁止されています。 

◇野外焼却できる場合 

・廃棄物処理基準に適合した焼却炉（燃料等を使いダイオキシン類が発 

 生しないとされる８００度以上の高温で燃焼させるもの）を使用する 

場合・どんど焼き等風俗習慣上やむを得ない場合 

・災害の予防や復旧のために公益上必要な場合 

・農林漁業を営むうえでやむを得ない場合（稲わら等の焼却等） 

・たき火等日常生活を営むために行われる焼却で、周辺地域への生活環 

 境に与える影響が軽微な場合 

◇注意事項 

・上記以外の認められていない焼却をした場合、５年以下の懲役若しく 

は、１，０００万円（法人は３億円）以下の罰則となります。 

 ・上記の場合でも、近隣住民からの通報、迷惑だという苦情があった場 

  合は、中止や改善指導の対象となります。 

 ・野外焼却実施時に目を離したことが原因で、火災が発生したケースも 

  あります。実施する場合には、周りに燃え移るような物がない状態で、 

  水道水や水バケツ等消火のできる準備をして、必ず火の元から離れな 

いで実施してください。離れる場合は、必ず消火してください。 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 

 

ごみは正しく出しましょう 
家庭用ごみの分け方・出し方を確認し、ごみの減量化・資源化にご協力 

ください。正しく出されていない場合は収集できません。 

◇雑誌・雑紙（ひもで十字にしばって出す） 

・ダンボール以外の紙マークのついたもの、雑誌、まんが本、封筒、菓 

子箱、広報紙、コピー用紙、はし袋等の名刺以上の大きさの紙が対象 

です。 

・重ねてひもで十字にしばって出すか、持ち手が紙製の紙袋に入れてし 

ばって出してください。小さな紙は散らばらないようにして出してく 

ださい。 

・ティッシュ箱のビニールやプラスチック、金属が付いているものは必 

 ず外してください。 

・汚れた紙、感熱紙、カーボン紙、防水加工された紙等は燃やすごみに 

出してください。 

・雑紙は資源物です。燃やすごみには出さずに、しっかりと分別を行い、 

適正な排出をお願いします。 

◇ごみ分別アプリ 

ごみ分別アプリ「さんあ～る」でごみの収集日や分別方法を確認できます。  

 アプリは、ＱＲコードを読み取るか、 

「Ａｐｐ Ｓｔоｒｅ」または 

「Ｇооｇｌｅ Ｐｌａｙ」から 

「さんあ～る」と検索すること 

でダウンロードできます。       Android版    iPhone版 

■問合 まちづくり課環境グループ ☎０２８７－８３－１１２０ 
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■農林業 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

市内一斉しば焼きの実施 
 病害虫の駆除と農業生産安定のため実施します。実施にあたっては、注  

意事項を順守し、事故や火災防止にご協力ください。当日は煙や灰が住宅地

等に飛散する場合があります。洗濯物や車両への付着等にご注意ください。 

◇実施日 令和７年１月２６日（日）午前９時～正午 

◇予備日 令和７年２月２日（日）（予備日に実施できない場合は中止） 

◇場所 市内全域 

◇注意事項 

 ・当日は必ず消防団待機のうえ、実施してください。 

・実施範囲は農地（田畑）の畦畔、農道、あぜ道に限ります。宅地周辺

や山林・原野等の危険箇所では、絶対に行わないでください。 

・実施時間を厳守し、終了１５分前には鎮火するようお願いします。 

・作業に際しては、監視をつけるとともに消火器具を準備し、風下から

一定の面積を保ちながら実施してください。 

・強風等により火災延焼のおそれのある時は中止してください。 

・電柱、標識等については、あらかじめ草を刈り取り損傷が生じないよ

う注意してください。 

・鎮火が確認できるまで絶対に現場を離れないでください。 

・風向き等に考慮し、歩行者や車両の通行、周辺住民に支障をきたさな

いよう注意してください。 

■問合 農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 
 

農業用軽油免税証の交付申請受付 
令和７年中に使用する農業用軽油免税証の交付申請を受け付けます。 

◇日程等 

期日 対象地区 時間 

令和７年１月１５日（水） 烏山地区 ・午前９時～ 

１１時３０分 

・午後１時～ 

４時 

令和７年１月１６日（木） 
午前：烏山地区 

午後：南那須地区 

令和７年１月１７日（金） 南那須地区 

◇場所 市役所南那須庁舎２階大会議室（昨年までと場所が変わります） 

◇対象 ・農業を営み、農業用機械に軽油を使用する人 

        ・機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行い、農業用

機械に軽油を使用する人 

※次の人には交付できませんので、ご注意ください。 

・免税軽油使用者が税の滞納処分（差し押さえ等）を受け、その滞納処

分の日から２年を経過していない人 

 ・「免税軽油の引取り等に係る報告書」の提出がない人 

◇申請に必要なもの 

区分 申請書類等 

新規 

・耕作証明書（農業委員会で交付するもの） 

・栃木県収入証紙４２０円分 

・使用する機械のメーカー名・型式・馬力等の分かるカタログ

等（トラクターおよびコンバインは不要） 

継続 

・免税軽油使用者証 

・免税軽油の引取り等に係る報告書および添付書類（納品書等） 

・変更がある機械のメーカー名・型式・馬力等の分かるカタロ

グ等（トラクターおよびコンバインは不要） 

更新 

免税軽油使用者証の有効期間の始期が令和４年中の場合 

・栃木県収入証紙４２０円分 

・その他必要書類は、上記「継続」申請と同じ 

機械を使う作業のすべての委託を受けて農作業を行う場合は、上記のほ

かに次のものが必要になります。 

・耕作（農作業受委託）証明書（農業委員会で交付するもの） 

・農作業受委託に関する契約書の写し 

※収入証紙４２０円は現金でも預かりますが、つり銭のないように準備し

てください。 

※酪農畜産経営者は作業計画表（作業ごとの作付面積、軽油の使用状況等）

を添付してください。 

※体調が優れない場合は、当日の申請をお控えください。令和７年２月 

１４日（金）以降、矢板県税事務所で申請できます。 

■問合 矢板県税事務所課税課 ☎０２８７－４３－２１７３ 

農政課農地調整グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

■転出の手続き 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

マイナポータルからオンラインで転出届 
マイナンバーカードがある人は、マイナポータルからオンラインで転出

の届け出ができ、那須烏山市役所への来庁が原則不要となります。 

マイナポータルで転出届の手続きを行った後は、転入先の市区町村窓口

に来庁のうえ手続きする必要がありますが、その際の来庁予約もマイナポ

ータルで行うことができます。転入先の住所に住み始めた日から１４日以

内、かつ、転出予定日から３０日以内に手続きを行ってください。期限を

過ぎるとマイナンバーカードが失効します。 

◇必要なもの 

 ・電子証明書が有効なマイナンバーカード 

 ・マイナンバーカードの暗証番号 

  署名用電子証明書：英数字６～１６桁 

  利用者証明用電子証明書および券面事項補助用：数字４桁 

 ・マイナンバーカードを読み取りできるスマートフォン等 

■問合 市民課市民窓口グループ ☎０２８７－８３－１１１６ 

 

■上下水道・公共施設 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

水道の冬支度を忘れずに 
 冬を迎え、給水管の凍結による破裂および漏水事故が多くなります。給

水管や蛇口の凍結防止のため、保温材の取り付けや屋外水栓の水抜き等、

有効な対策に努めましょう。なお、漏水事故が発生した場合は、市の指定

を受けた給水装置工事事業者に修繕を依頼する等、適切な維持管理をお願

いします。 

また、積雪により水道メーターボックスが見つからず、水道検針が困難

になる場合があります。積雪の際は、ボックス付近を除雪する等、水道メ

ーター検針に支障が生じることのないよう、適切な管理をお願いします。 

 給水装置（市の布設した配水管から分岐して設けられた給水管およびこ

れに直結する給水用具）は皆さんの所有物です。日頃から適切な維持管理

に努めましょう。 

■問合 上下水道課工務グループ ☎０２８７－８４－０４１１ 

 

凍結破損防止のため公衆トイレの冬季閉鎖 
 ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 

◇閉鎖場所 ・小木須国見公民館隣トイレ 

・大沢せせらぎの里公衆トイレ 

      ・滝水辺公園公衆トイレ 

◇閉鎖期間 １２月１６日（月）～令和７年３月１４日（金） 

■問合 （小木須国見公民館隣トイレについて） 

    農政課農業振興グループ ☎０２８７－８８－７１１７ 

（大沢せせらぎの里・滝水辺公園公衆トイレについて） 

商工観光課観光振興グループ ☎０２８７－８３－１１１５ 

 

健康 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に備えた 

基本的な感染症対策をお願いします 
 新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症の予防には、「手洗い」

「せきエチケット」等が有効です。特に、高齢者や基礎疾患のある人が感

染すると重症化リスクも高まります。高齢者と会ったり、 

大人数で集まったりするときは、マスク着用を含めた感染 

症対策へのご協力をお願いします。詳細は厚生労働省のホ 

ームページでご確認ください。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 
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健診結果の受け取り方法をご確認ください 
 特定健診・フレッシュ健診受診者は、結果説明会に参加し、対面での結

果の受け取りが必要です。指定日に参加できない場合は予備日にお越しく

ださい。 

◇日程 

健診受診日 結果説明会 場所 

１１月３日 １２月２２日（日） 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇時間 午前９時３０分～１１時 

◇対象 特定健診・フレッシュ健診を受診した人（郵送では返却しません） 

◇予備日 日時：令和７年１月１０日（金）午前９時３０分～１１時 

場所：保健福祉センター（田野倉８５－１） 

※結果説明会・予備日ともに参加が難しい人は、個別で結果を 

返却しますので、ご相談ください。 

※特定健診・フレッシュ健診を受診していない人の結果は、受診から約 

１か月後に郵送で返却します。 

■問合 健康福祉課健康増進グループ ☎０２８７－８８－７１１５ 

 

とちぎ難病相談支援センター 医療相談 
 相談は対面、電話、オンライン（Ｚｏｏｍ）のいずれかで、予約制です。 

【内分泌系疾患】 

◇日時 令和７年１月７日（火）午後１時３０分～４時（１人２５分） 

◇医師 獨協医科大学病院内分泌代謝科 城島輝雄 氏 

◇主な疾患 下垂体前葉機能低下症／下垂体性成長ホルモン分泌亢進症

／下垂体性ＡＤＨ分泌異常症等 

◇予約締切日 １２月２７日（金）正午 

【骨・関節系疾患】 

◇日時 令和７年１月１０日（金）午後１時３０分～４時（１人２５分） 

◇医師 自治医科大学附属病院整形外科リハビリテーションセンター 

    半田美樹子 氏 

◇主な疾患 後縦靭帯骨化症／黄色靱帯骨化症／特発性大腿骨頭壊死症

／広範脊柱管狭窄症／強直性脊椎炎／骨形成不全症／ビタ

ミンＤ抵抗性くる病／骨軟化症等 

◇予約締切日 令和７年１月６日（月）正午 

※受付時間は月～金曜日の午前１０時～正午、午後１時～４時です。 

■問合 とちぎ難病相談支援センター ☎０２８－６２３－６１１３ 

 

■子育て支援 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

こども食生活相談 
◇日時 令和７年１月１５日（水）午前９時～１１時（予約制） 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇内容 栄養士・保健師による個別相談（電話での相談も利用できます） 

◇対象 ０歳～１８歳未満のお子さんと保護者 

◇申込 令和７年１月７日（火）までに電話等で下記あて申し込む。 

※乳幼児期の相談は、当日、母子健康手帳、バスタオル、家庭で食べてい

る離乳食をお持ちください。 

■問合 こども課支援政策グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

プレママパパ教室 
◇日時 令和７年１月９日（木）午前１０時～１１時３０分 

受付：午前９時４０分～ 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇内容 「赤ちゃんとの生活および産後の過ごし方」 

    赤ちゃんの抱き方、お風呂の入れ方等の演習、赤ちゃんの日用品

（哺乳瓶・おむつ・衣類等）の説明 

◇対象 安定期に入った妊婦、パートナー、家族等 

◇持物 母子健康手帳、筆記用具、飲物 

◇申込 令和７年１月６日（月）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 こども課支援政策グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

産後サポート事業「おひさま」 
「おひさま」は月に１回、産後６か月までの母親やその家族を対象に、

母親同士で育児について語り、母親のリラクゼーションや赤ちゃんのベビ

ーマッサージを体験しながらゆったりとした時間が過ごせる場です。 

◇日時 令和７年１月１６日（木）午前１０時～１１時３０分 

受付：午前９時４０分～ 

◇場所 保健福祉センター（田野倉８５－１） 

◇内容 母親の健康チェック、赤ちゃんの身体測定、ベビーマッサージ、

母親のリラクゼーション 

◇今月の対象 市内在住の令和６年７月以降に出産した母親とその家族 

（赤ちゃんのきょうだいの参加可） 先着１０名 

◇持物 母子健康手帳、バスタオル、飲物、おむつやミルク等のお出掛け

セット（動きやすい服装で参加ください） 

◇申込 令和７年１月１０日（金）までに電話等で下記あて申し込む。 

■問合 こども課支援政策グループ ☎０２８７－８８－７１１６ 

 

子育て支援センターきらきら 
【大きくなったね】 

◇日時 １２月２０日（金）～２６日（木）午前９時～午後４時 

◇内容 身長と体重が測れます。（身長はお子さんの様子で正確に測れな

いことがあります） 

【きらきら子育て相談】 

◇日時 令和７年１月７日（火）午前９時～午後４時 

◇申込 １２月２６日（木）までに電話で下記あて申し込む。 

【オカリナの演奏を聞いてみよう】 

◇日時 令和７年１月２２日（水）午前１０時３０分～１１時（予定） 

◇場所 にこにこ保育園内にこにこホール 

◇内容 オカリナサークル「あんだんて」の皆さんがオカリナでアニメソ

ングや童謡を演奏してくれます。演奏に合わせてにこにこ保育園

のお友達と一緒に手遊びもします。 

◇申込 令和７年１月２０日（月）までに電話で下記あて申し込む。 

※対象は、すべて未就学児等です。 

※事前に下記あてお問い合わせください。利用時間等をご案内できます。 

■問合 子育て支援センターきらきら ☎０２８７－８８－５１５１ 

    にこにこ保育園内（岩子１５２－１） 

 

■生涯学習 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

生涯学習情報誌「おたのしみプラン」への 

掲載情報を募集します 
 生涯学習情報誌「おたのしみプラン」では、地域で活動している各団体・

サークル活動またはボランティア・指導者の情報を掲載しています。令和

７年度版「おたのしみプラン」に掲載を希望する団体等の代表者またはボ

ランティアが可能な人は、下記により申し込みください。 

 なお、令和６年度版に情報を掲載している団体等には、掲載情報の内容

確認の通知を送付します。 

◇募集する情報 

 ・地域で活動する文化、スポーツ、趣味等の団体・サークル 

 ・生涯学習に関するボランティア・指導者 

※個人の特技等を活かして、学校や地域で指導者として活動したい人 

◇申込 １２月２７日（金）までに、所定の用紙（下記および烏山公民館

備付、市ホームページ掲載）に必要事項を記入し、下記あて申し

込むかＱＲコードから申し込む。 

 

 

 

 

 

■問合 生涯学習課生涯学習グループ ☎０２８７－８８－６２２３ 

●団体・サークル ●ボランティア・指導者 
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■図書館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

※おはなし会等の催しについては、図書館ホームページを 

ご覧ください。 

 

年末年始の図書館休館日 
◇休館期間 １２月３０日（月）～令和７年１月３日（金） 

※期間中の資料の返却は、玄関にある「返却ポスト」をご利用ください。

ただし、ＣＤ・ＤＶＤは破損の恐れがあるため開館日に直接カウンター

に持参してください。 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

本の福袋 
◇日時 令和７年１月４日（土）～無くなり次第終了 

◇場所 南那須図書館（田野倉６５－１） 

烏山図書館（中央１－１８－３９） 

◇内容 袋の中にはテーマごとに本が２冊ずつ入っています。どんな本が

入っているかは開けてからのお楽しみ！ 

※１人１袋までの貸し出しとなります。必ずカウンターで貸し出し手続き

をしてください。 

◇対象 どなたでも 

■問合 南那須図書館 ☎０２８７－８８－２７４８ 

    烏山図書館 ☎０２８７－８２－３０６２ 

 

■公民館 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

※烏山公民館事務室は、第２・４・５土曜、日曜日および祝日は休みです。 

 

公民館講座「カッシー博士のなすからジオ教室」 
【公民館で学び隊】 

◇日時 令和７年１月１８日（土）午前１０時～正午 

◇場所 烏山公民館（中央２－１３－８） 

◇内容 「大量絶滅」地球生物史における大量絶滅について概説します。 

◇講師 生涯学習課職員 柏村勇二 氏（栃木県立博物館名誉学芸員） 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人 先着３０名 

◇費用 無料 

◇持物 筆記用具 

◇申込 随時、受け付けています。電話等で下記あて申し込 

    むかＱＲコードから申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

公民館講座「なすからサロン」 
各分野の有名講師が専門的知識を楽しく・分かりやすく解説します。 

【１月の内容】 

◇日時 令和７年１月１９日（日）午前１０時～１１時３０分 

◇場所 烏山公民館（中央２－１３－８） 

◇内容 「那須野が原の地形の成り立ち」 

那須野が原は、川の侵食・堆積作用に加えて火山の噴出物が地形

を作る重要な要素になっていることを解説します。 

◇講師 青島睦治 氏（栃木県立博物館名誉学芸員） 

◇対象 市内在住または通勤・通学している人 ３０名程度 

※申込者が定員に満たない場合、市外の人でも受講できます。 

◇持物 筆記用具（費用無料）  

◇申込 初めて参加する人は、開催日の前日までに電話等で下記あて申し

込むかＱＲコードから申し込む。 

※令和７年２月以降の日程や内容等の詳細は、市ホームページや烏山公民

館備付のチラシで確認してください。 

※一度申し込みした人は、改めての申し込みは不要です。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

公民館講座「おうち時間を楽しむ珈琲講座」  
 コーヒー豆について学び、オリジナルブレンドを作ってみませんか。 

◇日時 ①令和７年２月６日（木）、②令和７年２月１３日（木） 

※各日とも午前９時３０分～１１時 

◇場所 南那須公民館第１会議室（岩子６－１） 

◇内容 ①コーヒー豆の話とカッピング、ブレンド用コーヒー豆の選定 

    ②コーヒーの入れ方とブレンドコーヒーの試飲 

     エスプレッソとミルクビバレッジの試飲 

◇講師 珈琲工房みつばちの里 平澤信市 氏 

◇対象 市内在住または在勤の人 先着１０名（両日とも参加できる人） 

◇費用 ２，５００円（材料代実費、オリジナルブレンド２００ｇ持ち帰り） 

◇持物 水５００ｍｌ、手拭きタオル、筆記用具 

◇申込 １２月１７日（火）～令和７年１月６日（月）に電話等で下記あ

て申し込むかＱＲコードから申し込む。 

■問合 烏山公民館 ☎０２８７－８３－１４１２ 

 

■その他 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

南那須の自然と文化を考える ブラリなすから 
◇日時 令和７年１月１１日（土）午前９時３０分集合 

◇集合場所 益子町北公園駐車場（益子町大沢３５３５－１） 

◇散策コース 「芳賀富士から新春の風景を楽しむ」（約７ｋｍ） 

       益子町北公園駐車場 → 大沢 → 大平 → 安善寺 →  

芳賀富士 → 益子町北公園駐車場 

◇案内人 栃木県立博物館名誉学芸員・理学博士 青島睦治 氏 

     那須烏山市観光ガイド会長 松本将樹 氏 

◇費用 無料（事前申し込みは不要です） 

◇持物等 動きやすい服装、飲物（十分な健康管理のうえご参加ください） 

■問合 南那須の自然と文化を考える会（松本） 

☎０８０－６５１２－０１６８ 

 

■行事予定 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□■■■■■■■■■■ 

 

１２月下半期の行事予定 
 

日 曜日 行事予定 

１６ 月   

１７ 火   

１８ 水 

心配ごと相談 

あかちゃんタイム9：30～正午 

乳幼児向けおはなし会 10：30～11：00 

ぴよぴよ広場10：30～11：00 

保健福祉センター 

烏山図書館 

烏山図書館 

こども館 

１９ 木 窓口業務延長（～19：00） 烏山庁舎・保健福祉センター 

２０ 金 音を鳴らしてあそぼう 10：30～11：30 こども館 

２１ 土 おたのしみ会14：00～14：30 烏山図書館 

２２ 日 
なすからタウンミーティング 13：30～  

【休日当番医】白寄医院（那珂川町） 

烏山公民館 

☎0287-92-2710 

２３ 月   

２４ 火   

２５ 水 

小・中学校終業式 

行政相談9：00～正午 

ぴよぴよ広場10：30～11：00 

 

烏山庁舎 

こども館 

２６ 木 
窓口業務延長（～19：00） 

あかちゃん広場10：30～11：00 

烏山庁舎・保健福祉センター  

こども館 

２７ 金 12月分上下水道料金口座振替日  

２８ 土 
おはなし会10：30～11：00 

デマンド交通運休（～1/5） 

南那須図書館 

 

２９ 日 
年末年始休館（～1/3） 

【休日当番医】南那須青木医院 

市立図書館 

☎0287-88-6211 

３０ 月 【休日当番医】阿久津クリニック ☎0287-83-2021 

３１ 火 【休日当番医】飯塚医院（那珂川町） ☎0287-92-2034 

※ＱＲコードは、（株）デンソーウェーブの登録商標です。 


